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災害発生時の本市への報告と災害復旧費の助成について  

１ 災害発生時の本市への報告  

市内で震度５弱以上の地震が発生した場合，対象施設は，被害がない場合でも，速やかに災害発生状況の報

告が必要です。 

① 報告方法  

対象施設は「災害発生状況報告様式」により，被害がない場合でも，速やかに以下の報告先までご報

告をお願いします。災害発生時は，お電話が込み合う場合がございますので，緊急の場合を除き，必

ずＦＡＸ又はメールによりご報告をお願いします。 

（担当）仙台市役所 健康福祉局 保険高齢部 介護事業支援課 施設指導係 

電 話：０２２－２１４－８３１８，ＦＡＸ：０２２－２１４－４４４３ 

メール：fuk005180@city.sendai.jp 

   ※「災害発生状況報告様式」は，下記本市ホームページ内に掲載されています。 

② 報告の対象施設  

養護老人ホーム，特別養護老人ホーム，軽費老人ホーム，老人デイサービスセンター，老人短期入所

施設，認知症高齢者グループホーム，介護老人保健施設，有料老人ホーム，小規模多機能型居宅介護

事業所，看護小規模多機能型居宅介護事業所 

③  留意点  

災害が発生し，建物に被害が生じた場合に災害復旧費の助成制度があります。災害時に被害が生じ，

下記助成制度を希望される場合は，「災害発生状況報告様式」の「その他」の欄にその旨をご記載く

ださい。 

 

２ 災害復旧費の助成について 

建物の被害の程度等により，社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助の制度を活用し，施設の災害復旧に関す

る費用の一部について補助が受けられることがあります。 

① 災害復旧費の助成に関する要件の概要  

国庫補助の制度は，補助対象施設において，「保険金収入等を除いた被害額が 80 万円以上」かつ「災

害発生の日から 30 日以内に国への協議書の提出が行われた」等の要件を満たしたものが協議対象で

す。そのため，実務上は，協議書，復旧工事の見積書（３者以上），図面及び写真等の必要書類を，

災害発生の日から概ね 20日以内にご提出いただくこととなります。協議書の様式は，仙台市のホーム

ページからダウンロードできます。 
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② 災害復旧費補助に関する協議書提出までの留意点  

  災害復旧費補助に関する留意点のうち，協議書提出までの手続きの中で特に重要な点のみを抜粋し掲載

します。その他にも重要な留意点がございますので，本市のホームページも併せてご覧ください。 

1. 1 つの建物に複数の施設・サービスが併設されている場合，それぞれの施設・サービス毎に協議額

を算定（共用部は最も適切と考えられる根拠で按分）し，その額が 80 万円以上の場合に協議対象

となります。例えばショートステイ（老人短期入所施設）併設の特別養護老人ホーム場合，特別養

護老人ホームで 80 万円以上，老人短期入所施設で 80 万円未満の場合，特別養護老人ホーム部分

（及び按分後の共有部分）の被害額のみが協議対象となります。 

2. 1 つの建物について複数の施設・サービスの協議を行う場合も，協議書は施設・サービス毎に提出

が必要です。 

3. 発災後約 20 日後までに提出する協議書に記載した協議額が，補助金対象金額を積算する際の上限

額です。それ以降の増額や協議書の追加提出はできません。 

4. 災害復旧費は災害からの速やかな復旧を図り，施設入所者等の福祉を確保することを目的としてい

るため，協議書の提出，査定，内示等を受ける前に工事に着手できます。 

5. 4 の場合は，入念に被災箇所の写真を撮影してください。写真の撮影に当たっては，施設全体や被

害の箇所の遠距離からの撮影だけではなく，被害箇所を様々な角度から撮影する，被害箇所にメジ

ャー等を添えて写真を撮る等，できるだけ明瞭に撮影をし，被害の箇所や程度，寸法等が正確にわ

かるようにしてください。写真から被災状況が不明の場合は査定される可能性が高くなります。 

③ 補助金交付までの手続の流れ 

時期 内容 

発災後速やかに 施設から本市への「災害発生状況報告」の提出 

発災後，約 1週間後まで 施設から本市への協議箇所のエントリー書類提出 

発災後，約 20日後まで 施設から本市への協議書類の提出 

発災後 30日以内 本市から東北厚生局への協議書等の提出 

（以下は時期未定） 

  

東北厚生局による災害査定（机上又は現地。）※注 

東北厚生局から本市，本市から施設への補助金額の内示（災害査定の結

果が反映されたもの。） 

施設から本市への補助金交付申請書の提出→本市による交付決定 

工事完了後，施設から本市への実績報告書提出→完了確認後，補助金額

の確定，支払 

※注：災害の規模等により，他市町村も同時期に災害復旧費補助の査定を受けている場合があり，査定

開始時期まで長期間（例：令和 4年 3月発生地震では 1 年以上）を要する場合があります。 
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３ 本市への報告と災害復旧費の助成に関するホームページ 

下記ホームページに災害発生状況報告の対象施設や各種様式，現時点での災害復旧費助成の対象施設や各種

手続の詳細等について掲載しております。同ページは災害の発生の都度更新し，協議書等の提出期限等を掲

載していきます。制度の活用を検討される施設においては，災害の発生後も，適宜，ご確認をお願いしま

す。 

ホームページ：https://www.city.sendai.jp/korekikaku-shisetsu/jigyosha/fukushi/fukushi/koresha/saigaifukkyu.html  

（ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 居宅サービ

ス・地域密着型サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス（事業者向け） > 災害発生時

の本市への報告と災害復旧費の助成について） 

 

https://www.city.sendai.jp/korekikaku-shisetsu/jigyosha/fukushi/fukushi/koresha/saigaifukkyu.html

